
【Zentsuji Black Board Art 2019 関連事業】 

Zentsuji Black Board Art Contest 2019 

開 催 要 項 
 

1. 概要 

観光情勢は 2020 年東京オリンピック・パラリンピックをはじめ、2025 年大阪万博の開

催に向け、積極的かつ効果的な情報発信により交流人口の増加及び消費額拡大が期待され

る。善通寺市においても、2023 年に弘法大師空海御誕生 1250 年を迎えることから、国内並

びに国外に情報発信できる観光地づくりが必要である。 

善通寺市観光協会は、その一助として瀬戸内国際芸術祭 2019 をはじめとした産学官の連携

により、市独自の特色を生かしたアートイベント「Zentsuji Black Board Art 2019」を開催

する。 

 

2. 趣旨 

この要項は、「Zentsuji Black Board Art 2019」の開催にあたり、善通寺市が基本理念とす

る「みんなではぐくむ－教育と振興」を実行するため、「Zentsuji Black Board Art Contest 

2019」を実施し、産官学の連携強化並びに善通寺市のまちなか賑わい創出を図ることを目

的とする。 

 

3. 主催及び事務局 

善通寺市観光協会 

 

4. 協賛 

jCiA 全国黒板工業連盟・株式会社いわま黒板・日学株式会社 

 

5. 後援 

善通寺市・善通寺市教育委員会 

 

6. 開催（本審査）日時 

令和元年 9 月 28 日(土) 午前 10 時～午後 3 時（雨天決行） 

※書類審査を通過した 10 団体による。 

 

7. 展示会期 

令和元年 9 月 28 日(土)～同年 11 月 4 日(月) 終日 

 

 



8. 開催会場及び展示場所 

善通寺市役所本庁舎外周   香川県善通寺市文京町二丁目 1 番 1 号  

 

9. 応募方法 

応募期間 令和元年 7 月 26 日(金)～同年 9 月 13 日(金) 消印有効 

 

応募資格 

及び条件 

令和元年度に高等学校へ在籍している学生であること 

1 団体 3 名以上で構成すること 

善通寺市に関するテーマにすること 

本選に参加できること 

 

 

応募先 

善通寺市観光協会 

〒765-8503 

香川県善通寺市文京町二丁目 1 番 1 号 

電話番号 0877-63-6315 FAX 0877-63-6398 

メールアドレス shoukan@city.zentsuji.kagawa.jp 

審査方法 事務局により 10 団体を選出 

上記同意の上、様式１、２の出品申込書に必要事項を記入し事務局へ提出する。 

 

10. 出品規定  

支持体 黒板 ※本選は事務局提供 

作画サイズ 幅 1800mm 高さ 1200mm  

処理方法 不問。 ※白・赤・青・黄のチョークは事務局提供 

制限 出品は各団体１つとする。 

展示場不安定な作品、危険な作品、悪臭を放つ作品、汚損した作品、 

特定個人の侵害となる作品、卑猥な作品、特定事業者の宣伝となる作品、

著作権や肖像権等で問題が発生する可能性のある作品は出品不可。 

その他、事務局が公の場所での展示に著しく似合わないと判断した作品は

出品不可。 

※製作した作品は屋外展示となります。 

※防水・防塵等の化工は行いません。 

 

 

 

 

 

 

 



11. 審査方法 

 応募いただいた書類をもとに書類審査を実施し、10 団体を選考したのち、本審査（9 月

28 日）を実施する。 

・渡辺 祥行（NPO 法人「地域美術展協会」理事長）による審査 

・チョークアーティストによる審査 

・一般投票による審査 

※一般投票期間：令和元年 9 月 28 日(土)～同年 10 月 31 日(木) 

12. 表彰及び発表 

下記の各賞を 11 月 3 日(日)に開催する第 22 回善通寺空海まつりで発表・表彰する。 

名称 審査員等 賞品等 

グランプリ 渡辺 祥行 

（NPO 法人「地域美術展協会」理事長） 

商品券５万円程度 

特産品 

チョーク等の文房具 

準グランプリ チョークアーティスト 

関係者など 

商品券２万円程度 

チョーク等の文房具 

善通寺市賞 一般投票 商品券３万円程度 

特産品 

 

13. その他の注意事項 

① 作成した作品の一切の肖像権と著作権及び作品自体は善通寺市観光協会に寄与するこ

と。 

② 事務局等の不可抗力による作品の滅失、き損等については責を負わないこと。 

③ 鑑査、審査及び陳列の方法についての異議は申し立てることができないこと。 

④ 展示された作品の作者は、申込書に記載された名前・住所(市町村のみ)・年齢及び作品

に関する事項について、目録等の広報一般に使用・掲載されること及び報道に提供され

ることを許諾すること。 

⑤ 事務局が認めた場合、作品の作者及び作者が所属する団体において作品の非営利二次

使用を許可することができる。 

14．リンク集 

公式イベントホームページ https://zentsuji-bbart.jimdofree.com 

応募用紙ダウンロード  http://www.kukai.com 

 

http://www.kukai.com/

